
老
後
だ
け
じ
ゃ
な
い
！
　
国
民
年
金

（
基
礎
年
金
）
３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

①
老
後
を
支
え
ま
す
（
老
齢
基
礎
年

金
）

②
病
気
や
け
が
で
障
が
い
の
状
態
に

な
っ
た
と
き
に
支
え
ま
す
（
障
害

基
礎
年
金
）

③
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
子

の
あ
る
配
偶
者
・
子
を
支
え
ま
す

（
遺
族
基
礎
年
金
）

20
歳
の
お
届
け
が
必
要
で
す

　
20
歳
の
誕
生
月
（
誕
生
日
が
月
の

初
日
の
人
は
誕
生
月
の
前
月
）
に
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
国
民
年
金
加
入

手
続
き
の
書
類
が
郵
送
で
届
き
ま

す
。
そ
の
書
類
を
同
封
さ
れ
て
い
る

返
信
用
の
封
筒
で
送
る
か
、
市
役
所

保
険
年
金
課
の
窓
口
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
免
除
制
度
を
利
用
し
た
い

人
も
申
請
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
平
成
24
年
度
分
の
学
生
納

付
特
例
は
平
成
25
年
４
月
を
過
ぎ
る

と
申
請
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
手
続

き
が
ま
だ
の
人
は
至
急
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

（
市
役
所
１
階
５
番
窓
口
）

源
泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
や
厚
生
年
金
保
険
な
ど

の
う
ち
、
老
齢
を
支
給
事
由
と
す
る

年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生

年
金
・
老
齢
年
金
・
通
算
老
齢
年
金

な
ど
）
を
受
け
て
い
る
す
べ
て
の
人

に
、「
平
成
24
年
分
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」
が
１
月
末
ま
で
に
日

本
年
金
機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま

す
。

　
こ
の
「
源
泉
徴
収
票
」
に
は
、
平

成
24
年
中
に
受
け
た
年
金
額
、
源
泉

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
額
、
特
別
徴
収

さ
れ
た
介
護
保
険
料
額
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
所
得
税
の
確

定
申
告
を
す
る
際
に
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。

　
紛
失
や
未
着
、
ま
た
は
、
２
枚
以

上
必
要
な
場
合
は
、
堺
西
年
金
事
務

所
で
再
交
付
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
際
、
年
金
証
書
・
印
鑑
・

身
分
証
明
で
き
る
も
の
（
免
許
証
や

保
険
証
な
ど
）
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な

ど
は
課
税
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
た

め
、「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
合
　
▽
日
本
年
金
機
構
堺
西
年
金

事
務
所
　（
☎
０
７
２
・
２
４
３
・

７
９
０
０
）　
▽
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
　（
☎
０
５
７
０
・
０
５
・
１
１

６
５
）

国
民
年
金

可燃ごみ有料化の収支
をお知らせします。

20
歳
に
な
っ
た
ら
加
入
を
お
忘
れ
な
く

国
内
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の

人
は
国
民
年
金
に
加
入
し
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
収
入
な
ど
が
な
く
保
険

料
の
支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
「
学
生
納
付
特
例
」

（
学
生
の
み
）、「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」（
30
歳
未

満
）
な
ど
の
保
険
料
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■ 公的年金制度の仕組み（数字は平成 23年度末）

厚生年金保険
共済　など

国 民 年 金（基 礎 年 金）

第１号被保険者
農業･自営業者･学生な
ど（1,904万人）

第３号被保険者
第２号被保険者に扶養
されている配偶者

（978万人）

第２号被保険者
サラリーマンや公務員
など（3,893万人）

6,775 万人

【歳入】指定ごみ袋の売り上げ額

■ 地域環境基金積立金 ■ 地域環境基金繰入金

【地域環境基金活用事業】指定ごみ袋の収益を積み立てた
地域環境基金を活用した事業の経費

事 業 名 事 業 費 地域環境基金

【歳出】指定ごみ袋作製などの経費

45リットル袋（143万7,000枚）
30リットル袋（122万3,500枚）
15リットル袋（71万500枚）

合　計

指定袋製造工場視察
消耗品（指定袋作製経費）
消耗品（事務用消耗品）
減量・分別チラシ作製経費
指定袋管理搬送委託料
手数料徴収集事務委託料

合　計

9,000円
1,937万 1,800円

1万9,050円
5万8,800円

375万4,800円
784万1,925円
3,105万 5,375円

6,466万 5,000円
3,670万 5,000円
1,065万 7,500円

1億 1,202万 7,500円

有価物集団回収助成事業
ごみ減量機器購入助成金事業
不法投棄防止啓発事業
資源循環型システムモデル事業
給食調理業務紙減量化事業
太陽光発電式照明灯整備事業
太陽光発電設備整備事業（※）
環境教育図書等拡充事業
園庭芝生化推進事業
落葉堆肥化推進事業
環境教育推進事業
緑のカーテン推進事業
高効率エネルギーシステム設置助成事業
雨水タンク購入助成事業
住宅用太陽光発電システム設置補助金事業
ＬＥＤ照明整備事業
環境モデル都市推進計画策定事業
ＬＥＤ防犯灯普及促進事業
地下水活用事業
剪定枝活用事業
エコクッキング事業
レジ袋削減推進事業

合　計

2,332万 6,900円
178万 6,000円
154万 8,600円
36万3,778円
64万3,500円

1,500万 4,500円
1億6,000万円
145万1,048円
51万9,094円
21万4,720円
70万4,400円
20万5,764円

158万 4,800円
14万7,000円

869万 7,000円
149万 1,000円
808万 9,655円

2,399万 9,850円
109万 2,000円
70万7,175円
29万1,000円
66万467円

2億 5,252万 8,251円

732万 6,900円
78万6,000円

154万 8,600円
36万3,778円
64万3,500円

1,500万 4,500円
1,260万円

145万1,048円
51万9,094円
21万4,720円
70万4,400円
20万5,764円

158万 4,800円
14万7,000円

869万 7,000円
149万 1,000円
423万 6,155円
368万 7,050円
109万 2,000円
70万7,175円
29万1,000円
66万467円

6,396万 1,951円

歳入－歳出
運用利子等
　合　計

8,097万 2,125円
2,500円

8,097万 4,625円

6,396万 1,951円

※

に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
度
中
に
事
業
が
終
了
し
な
か
っ
た
た
め
平
成
24
年
度
に
繰
り
越
し

日本の公的年金制度は、
図のように２階建て構造
になっています。
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テーマは「文学の楽しみ」。学者の研究を踏まえ、事件や人物のなぞに迫り、歴史小説
に新境地を開いた作家２人の講演です。信長・秀吉・家康の情報戦略、政治に敏感だっ
た松尾芭蕉の、終焉の地・大阪への旅の目的を探ります。問合　秘書広報課（市役所４階）

●
１
月
20
日
㈰
「
ポ
ン
ペ
イ
と
ソ
ン

マ
・ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
ア
ー
ナ
」
青
柳
正

規
氏
（
国
立
西
洋
美
術
館
長
）　

１
９
４
４
年
中
国
・

大
連
生
ま
れ
。
東
京

大
学
文
学
部
卒
。

ロ
ー
マ
大
学
に
留
学
し
、
古
代
ロ
ー

マ
美
術
史
・
考
古
学
を
学
び
ま
し
た
。

東
京
大
学
文
学
部
長
、
副
学
長
を
経

て
現
在
、
日
本
学
士
院
会
員
、
東
京

大
学
名
誉
教
授
、
独
立
行
政
法
人
国

立
美
術
館
理
事
長
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
・

ロ
ー
マ
美
術
史
研
究
の
第
一
人
者
と

し
て
30
年
以
上
に
わ
た
り
、
ポ
ン
ペ

イ
、
シ
チ
リ
ア
を
は
じ
め
、
地
中
海

各
地
で
古
代
ロ
ー
マ
時
代
の
都
市
遺

跡
を
発
掘
調
査
し
、
高
い
評
価
を
受

け
ま
し
た
。
２
０
０
２
年
か
ら
は
、

ポ
ン
ペ
イ
と
山
を
は
さ
ん
で
反
対

側
、
ソ
ン
マ
・ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
ア
ー
ナ

で
別
荘
の
発
掘
を
指
導
。
紫
綬
褒
章
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
賞
。
　

　「
エ
ウ
ロ
ー
パ
の
舟
の
家
』（
地
中

海
学
会
賞
）、『
古
代
都
市
ロ
ー
マ
』

（
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
賞
、
浜
田
青
陵

賞
）、『
皇
帝
た
ち
の
都
ロ
ー
マ
』（
毎

日
出
版
文
化
賞
）
な
ど
著
書
多
数
。

●
１
月
27
日
㈰
「
祇
園
精
舎
ア
ン

コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
、
そ
の
歴
史
と
美

術
」　
石
澤
良
昭
氏
（
前
上
智
大
学

長
）

１
９
３
７
年
北
海
道

帯
広
市
生
ま
れ
。
上

智
大
学
外
国
語
学
部

卒
。
学
生
時
代
か
ら
ア
ン
コ
ー
ル
・

ワ
ッ
ト
遺
跡
を
研
究
し
、
専
門
は
東

南
ア
ジ
ア
史
、
石
板
な
ど
に
刻
ま
れ

て
い
る
碑
刻
文
の
解
読
研
究
。
鹿
児

島
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
上
智
大
学

教
授
、
２
０
０
５
年
か
ら
６
年
間
、

第
13
代
大
学
長
。
２
０
０
１
年
、
遺

跡
地
下
か
ら
２
７
４
体
の
仏
像
を
発

見
し
、
国
際
的
な
話
題
に
な
り
ま
し

た
。
現
在
、
上
智
大
学
ア
ン
コ
ー
ル

遺
跡
国
際
調
査
団
長
を
務
め
る
一

方
、
１
９
９
１
年
か
ら
「
カ
ン
ボ
ジ

ア
人
に
よ
る
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
の
た

め
の
、
文
化
遺
産
の
保
存･

修
復
」

を
掲
げ
、
現
地
に
ア
ジ
ア
人
材
養
成

研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
、
遺
跡
を

守
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
人
専
門
家
を
養
成

し
て
い
ま
す
。

　『
東
南
ア
ジ
ア
古
代
国
家
の
成
立

と
展
開
』、『
ア
ン
コ
ー
ル
・
王
た
ち

の
物
語
』、『
東
南
ア
ジ
ア
多
文
明
の

発
見
』
な
ど
著
書
多
数
。

泉大津市文化フォーラム　カルチャー・スコール　第66、67回写
真
／
ソ
ン
マ
・
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
ア
ー
ナ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
像
（
修
復
後
）

◎世界の遺跡を掘る
◎相次ぐ、通説を覆す大発見
１月のテーマは「世界の遺跡を掘る～日本人パイオニアの挑戦」。海外遺跡の発掘調査で高く評
価されている日本人考古学学者が、夢を追うことの大切さ、通説を覆す大発見となった発掘成
果を語ります。問合　秘書広報課（市役所４階）

会
場
は
い
ず
れ
も
テ
ク
ス
ピ
ア
大
阪
。
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
２
時
〜
３
時
30
分
。

入
場
無
料
。
午
後
１
時
か
ら
整
理
券
を
配
り
ま
す
。
南
海
電
鉄
後
援
。

ファミリー・サポート・
センター 会員募集

■ 講習会日程表

　ファミリー・サポート・センターは、地域の子育てを支援
する登録制の組織です。保育所、学校などの開始前や終了後
に子どもを預かってほしい、子育てを離れてスポーツや買い
物などでリフレッシュしたい、子育てに忙しいあなたのニー
ズに応えます。
　登録を希望する人は右下表の講習会を受講してください。
会員の種類　
○依頼会員（子育ての援助を受けたい人）
　原則として、市内在住で生後３か月から小学校６年生まで
のお子さんを持つ人で、センターが実施する講習会（２時間
程度）を修了した人。
○提供会員（子育ての援助を行いたい人）
　市内および市に隣接する市・町に在住し、自宅で子どもを
預かることのできる心身ともに健康な 65 歳ぐらいまでの人
で、センターが実施する講習会（8時間 30 分程度）を修了し
た人。なお資格・性別は問いません。
○両方会員（依頼会員と提供会員を兼ねる人）

利用料金　 1時間700円（原則午前7時～午後9時）
　援助活動終了後、依頼会員が提供会員に直接支払います。
講習会の詳細
受講料　無料
場所　総合福祉センター　（東雲町９-15　市役所北隣）
申込　１月23日㈬（土・日曜日、祝日を除く）までに、いず
みおおつファミリー･サポート･センター（総合福祉センター
内）へ（電話申し込み可）
　なお、「提供会員」および「両方会員」の講習については、
受講者が10人未満の場合は中止とさせていただきます。
問合　いずみおおつファミリー・サポート・センター（☎
22・4152( よいこに )　開所時間…月～金曜日、午前９時～
午後５時）

日程（曜日）

１月30日㈬
午前9時30分～11時30分

１月28日㈪
午前9時30分～11時30分
１月29日㈫
午前9時30分～正午

１月27日㈰
午前9時30分～11時30分

会員名
依頼会員
提供会員
両方会員
提供会員
両方会員
提供会員
両方会員
提供会員
両方会員

内　容

緊急時の対応と処置、事故予
防と子どもの病気について

ファミリー・サポート・セ
ンターのしくみについて

保育のあり方
あそび方について

子どもの発達と心理／子ども
の虐待について

9 広報いずみおおつ　平成25年1月号

  ▷国民年金／可燃ごみ有料化収支／カルチャー・スコール／ファミリー･サポート･センター



　
本
市
の
国
保
加
入
者
は
ど
の
よ
う

な
病
気
が
多
い
か
、
平
成
23
年
５
月

診
療
分
を
医
療
費
と
件
数
で
見
る

と
、
特
に
循
環
器
系
の
疾
病
を
中
心

と
す
る
生
活
習
慣
病
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
（
表
１
）。

生
活
習
慣
病
を
改
善
し
ま
し
ょ
う

　
高
血
圧
や
糖
尿
病
、
が
ん
な
ど
の

生
活
習
慣
病
は
、
毎
日
の
悪
い
生
活

習
慣
が
積
み
重
な
っ
て
発
症
す
る
も

の
で
す
。
健
康
づ
く
り
の
た
め
、
ま

ず
は
毎
日
の
生
活
習
慣
を
見
直
し
ま

し
ょ
う
。

▽
食
生
活
を
見
直
し
ま
し
ょ
う

　
毎
日
の
食
事
は
健
康
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
ま
す
。
栄
養
の
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
正
し
い
食
生
活
を
心
が

け
、
次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

①
動
物
性
脂
肪
は
控
え
ま
し
ょ
う

②
肉
中
心
か
ら
野
菜
中
心
の
献
立
に

変
え
ま
し
ょ
う

③
食
塩
は
１
日
男
性
９ｇ
、
女
性
７
・

５
ｇ
未
満
に
抑
え
ま
し
ょ
う

④
カ
ル
シ
ウ
ム
を
十
分
に
と
り
ま

し
ょ
う

⑤
お
酒
や
た
ば
こ
、
間
食
は
控
え
ま

し
ょ
う

▽
適
度
な
運
動
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

　
日
常
生
活
の
中
に
積
極
的
に
運
動

を
取
り
入
れ
ま
し
ょ
う
。
忙
し
い
毎

日
の
中
で
、
運
動
時
間
を
つ
く
り
出

す
の
が
難
し
い
人
に
は
、
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
で
き
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が

お
す
す
め
で
す
。
今
ま
で
よ
り
も
１

日
１
０
０
０
歩
（
高
齢
者
は
１
３
０

０
歩
）
多
く
歩
く
こ
と
を
目
標
に
、

積
極
的
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
取
り
組

ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

　
生
活
習
慣
病
の
予
防
を
目
的
と
し

た
特
定
健
診
に
つ
い
て
、
23
年
度
の

受
診
率
が
確
定
し
ま
し
た
。

　
23
年
度
の
対
象
者
１
万
２
７
６
８

人
中
３
８
６
０
人
が
受
診
し
、
受
診

率
は
30
・
２
％
で
し
た
。

　
22
年
度
は
30
・
１
％
（
対
象
者
１

万
２
６
９
５
人
中
、
３
８
１
９
人
）

で
し
た
の
で
、
０
・
１
％
（
41
人
）

増
加
し
ま
し
た
。

　
受
診
者
を
性
別
、
年
齢
別
で
見
る

と
、
過
去
３
年
間
と
同
様
、
男
性
よ

り
女
性
が
多
く
受
診
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
年
齢
が
若
い
ほ
ど
受
診
率
が

低
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
図
１
）

　
特
定
健
診
の
結
果
を
見
る
と
、
こ

ち
ら
も
過
去
３
年
間
と
同
じ
よ
う
な

状
況
で
、
メ
タ
ボ
お
よ
び
メ
タ
ボ
予

備
群
に
該
当
す
る
人
の
割
合
は
、

27
・
５
％
（
１
０
６
０
人
）
で
、
４

人
に
１
人
が
該
当
し
て
い
る
こ
と
に

な
り
ま
す
（
図
２
）。

　
特
定
健
診
を
受
診
し
、
そ
の
結
果
、

生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
が
高
い
と
判

定
さ
れ
た
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
特

定
保
健
指
導
の
利
用
率
は
、
対
象
者

４
４
８
人
中
、
58
人
が
利
用
し
、
そ

の
利
用
率
は
12
・
９
％
で
し
た
。
昨

年
度
の
利
用
率
は
10
・
７
％
（
対
象

者
４
３
８
人
中
、
47
人
）
で
し
た
の

で
、
２
・
２
％
（
11
人
）
増
加
し
ま

し
た
。（
図
３
）

　
23
年
度
の
特
定
保
健
指
導
を
終
了

し
た
人
の
う
ち
、
24
年
９
月
末
ま
で

に
今
年
度
の
特
定
健
診
を
受
診
し
た

31
人
の
受
診
結
果
を
見
る
と
、
体
重

が
減
少
し
た
人
が
21
人
（
68
％
）
で
、

増
加
し
た
人
は
10
人
（
32
％
）
で
し

た
。

　
特
定
健
診
、
特
定
保
健
指
導
の
受

診
率
、
利
用
率
の
向
上
に
向
け
、
市

国
保
で
は
５
年
間
の
目
標
を
設
定
し

て
い
ま
す
。
23
年
度
の
特
定
健
診
の

目
標
は
55
％
で
し
た
が
、
実
績
は

30・２
％
で
、
大
き
く
目
標
を
下
回
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
23
年
度
の
特
定
保
健
指
導

の
目
標
は
35
％
で
し
た
が
、
実
績
は

12
・
９
％
で
、
こ
ち
ら
も
大
き
く
目

標
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。

　
計
画
最
終
年
度
の
24
年
度
に
は
、

特
定
健
診
の
受
診
率
65
％
、
特
定
保

健
指
導
の
利
用
率
45
％
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

　
21
年
度
か
ら
受
診
率
、
利
用
率
の

向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
、
も
っ
と

多
く
の
人
に
受
診
、
利
用
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
な
受
診
方
法
や
内
容
を

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　
24
年
度
の
特
定
健
診
は
３
月
31
日

ま
で
受
診
で
き
ま
す
。

▽
対
象
者
　
泉
大
津
市
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
の
う
ち
、
40

〜
74
歳
の
人
（
75
歳
誕
生
日
の
前
日

〜
昭
和
48
年
３
月
31
日
生
ま
れ
）

▽
個
別
健
診
（
市
内
指
定
医
療
機
関
）

受
診
時
の
持
物
　
①
特
定
健
康
診
査

受
診
券
・
質
問
票
（
紛
失
し
た
人
は

再
発
行
し
ま
す
）　
②
泉
大
津
市
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

③
健
診
料
（
１
０
０
０
円
）

▽
集
団
健
診
　
２
月
に
、
好
評
の
ホ

テ
ル
健
診
を
追
加
実
施
し
ま
す
。
ぜ

ひ
受
診
く
だ
さ
い
。

　
20
年
度
か
ら
の
特
定
保
健
指
導
の

実
績
を
見
る
と
、
メ
タ
ボ
改
善
効
果

が
表
れ
て
い
ま
す
。
特
定
保
健
指
導

の
案
内
通
知
が
届
い
た
人
は
、
ぜ
ひ
、

無
料
で
利
用
で
き
る
特
定
保
健
指
導

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
合
　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

５
番
窓
口
）

泉大津で一番
多かった病気は？

国保の医療費って
どれぐらい
かかってる？

分析！ 医
療
費
・
件
数
か
ら
見
た

疾
病
状
況

特
定
健
診･

特
定
保
健
指
導
の

目
標
と
実
績

特
定
健
診
の
受
診
率
な
ど

今
後
の
特
定
健
診
実
施
予
定

特
定
保
健
指
導
の
ご
利
用
を

特
定
保
健
指
導
の
利
用
率
な
ど

10

0 100 200 300 400 500 600 700 800

疾病の種類
①循環器系の疾患（心臓病・脳卒中など）
②新生物（がんなど）
③精神および行動の障がい（統合失調症など）
④筋骨格系及び結合組織の疾患（関節症・神経痛など）
⑤内分泌、栄養及び代謝疾患（糖尿病・甲状腺疾病など）
⑥消化器系の疾患（胃および十二指腸の疾病など）
⑦腎尿路生殖器系の疾患（腎臓の疾患・膀胱炎など）
⑧呼吸器系の疾患（ぜんそく・風邪など）
⑨損傷、中毒及びその他の外因の影響（骨折など）
⑩眼及び付属器の疾患（白内障、結膜炎など）
⑪その他

計

疾病の種類
①循環器系の疾患
②内分泌、栄養及び代謝疾患
③呼吸器系の疾患
④筋骨格系及び結合組織の疾患
⑤眼及び付属器の疾患
⑥消化器系の疾患
⑦皮膚及び皮下組織の疾患
⑧精神及び行動の障がい
⑨新生物
⑩腎尿路生殖器系の疾患
⑪その他

計

件数
3,092件
1,802件
1,782件
1,539件
1,341件
991件
826件
742件
576件
554件

2,052件
1万 5,297件

医療費
8,792万 1,200円
5,266万 7,910円
4,328万 6,050円
3,067万 6,750円
3,064万 6,590円
3,026万 6,430円
3,019万 8,600円
2,681万 5,960円
1,858万 6,200円
1,779万 3,570円
4,928万 1,640円

4億 1,814万 900円

■図 1　特定健診 年齢別受診者数

■ 表１　医療費順に見た疾病状況 ■ 表１　件数順に見た疾病状況
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（単位：人）

男性（1,571 人）
女性（2,289 人）105

77
79
78
115
108

199
301

561
505

744
386

486

65～
 69 歳
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■図 2　特定健診受診者の
　　　　メタボ該当者の割合

メタボ該当
17.4％671人

389人

2,800 人

メタボ予備群
10.1％

非該当
72.5％

■図 3　特定保健指導の利用者の割合
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■ H23 年度　国民健康保険一人あたりの年間医療費
38万円

一般被保険者

34万 1,952 円

37万 684円

34万 3,580 円

退職被保険者 全被保険者

35万円

32万円

１．平成24年分　確定申告会場のお知らせ
　泉大津税務署では、南海本線泉大津駅東側のテクスピア大
阪１階に、確定申告会場を開設します。
　当会場では、所得税（譲渡所得を含む）、個人事業者の消費税、
贈与税の申告書等の作成および受付を行います。
開設期間　２月４日㈪～３月 15 日㈮　午前９時～午後５時
（会場の都合により、午後４時ごろまでにお越しください）
注意
▷上記の開設期間中、泉大津税務署庁舎内では、「作成済みの
申告書等の受付」、「納税」、「納税証明書の発行」および「用
紙の交付」のみを行います。

▷当会場は、土・日曜日、祝日は開設していません。ただし、
２月24日と３月３日の日曜日に限り開設します。

▷会場では税金の納付はできません。
２．公的年金などを受給している人の申告手続き
　次の①と②の両方に該当する場合は、所得税の確定申告（提
出・納税）が不要です。詳しい計算方法などについては、最
寄りの税務署にお尋ねください。
①公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下

②公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
　ただし、①と②の両方に該当する場合でも、所得税の還付を
受ける人は、確定申告書の提出が必要です。
３．還付金の受け取り
　還付金の受け取りは口座振り込みをご利用ください。
注意
▷申告者ご本人名義の口座に限り振込可能
　本人名義の口座であっても、名義に店名などの名称（屋号）
が含まれている場合など、振り込みできないことがあります。
▷ゆうちょ銀行への振り込みを希望する場合は、貯金総合通
帳の記号番号のみを記載
　平成 21 年 1 月から開始された、他の金融機関との間で使
用する振込用の「店名（店番）」「口座番号」は記載しないで
ください。また、通帳などの再発行番号（記号と番号の間に
表示される「－２」などの枝番）は記載しないでください。
※インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、
還付金の振り込みはできませんので、振り込みの可否につい
ては、取引先のインターネット銀行にお問い合わせください。
４．確定申告書等作成コーナー（国税庁ＨＰ）のご利用を
　税務署では、納税者が確定申告書などをご自身で作成して
いただく「自書申告」および自宅などからの「ＩＴを利用し
た申告」を推進しています。
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご
利用いただくと、税額などが自動計算で確定申告書を作成す
ることができますので、ぜひご利用ください。
問合　泉大津税務署（☎33・5601）

確定申告平
成
24
年
分 の お 知 ら せ

11 広報いずみおおつ　平成25年1月号

▷分析！ 国民健康保険／確定申告



保 険 証

◎
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

　
退
職
や
就
職
な
ど
で
、
社
会
保
険

の
資
格
が
な
く
な
っ
た
り
資
格
取
得

を
し
た
と
き
は
、
14
日
以
内
に
保
険

年
金
課
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。
加

入
の
届
け
出
が
遅
れ
た
場
合
で
も
、

最
高
２
年
（
社
会
保
険
の
喪
失
日
ま

で
）
さ
か
の
ぼ
っ
て
加
入
し
保
険
料

を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
社
会
保
険
に
加
入
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
国
民
健
康
保
険
を
加

入
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
引
き
続

き
保
険
料
を
請
求
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
退
職
者
医
療
制
度
の
届
け
出
は

お
済
み
で
す
か

　
会
社
を
退
職
し
て
、
年
金
（
厚
生

年
金
な
ど
）
を
受
け
ら
れ
る
65
歳
未

満
の
人
と
そ
の
被
扶
養
者
は
、「
退

職
者
医
療
制
度
」
で
医
療
を
受
け
ま

す
。

対
象
と
な
る
人

①
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

65
歳
未
満
の
人

②
厚
生
年
金
や
各
種
共
済
組
合
の
年

金
を
受
け
ら
れ
る
人
で
、
そ
の
加

入
期
間
が
20
年
以
上
、
も
し
く
は

40
歳
以
降
10
年
以
上
あ
る
人

届
け
出
に
必
要
な
も
の
　
年
金
証

書
・
保
険
証
・
印
鑑

　
な
お
、
年
金
の
受
給
資
格
が
発
生

し
た
日
か
ら
、
退
職
者
医
療
制
度
が

適
用
さ
れ
ま
す
。
年
金
証
書
を
受
け

取
っ
た
ら
14
日
以
内
に
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◎
交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き
（
国
民

健
康
保
険
で
治
療
を
受
け
る
場
合

は
、
必
ず
届
け
出
を
！
）

　
交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
か
ら
の

行
為
に
よ
る
医
療
費
は
、
原
則
と
し

て
加
害
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
す

が
、
加
害
者
が
す
ぐ
に
損
害
賠
償
を

し
て
く
れ
な
い
場
合
な
ど
に
、
被
害

者
の
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
、
国
民

健
康
保
険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
の

医
療
費
は
、
国
民
健
康
保
険
が
一
時

的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か
ら
加
害
者

に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
交
通
事
故
で
け
が
を
し
た
場
合
な

ど
、
第
三
者
か
ら
の
行
為
に
よ
る
け

が
や
病
気
に
つ
い
て
、
国
民
健
康
保

険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け
る
場
合

は
、
保
険
年
金
課
へ
届
け
出
を
し
、

「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
を

提
出
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

届
け
出
に
必
要
な
も
の
　
保
険
証
・

印
鑑
・
交
通
事
故
証
明
書

　
加
害
者
か
ら
治
療
費
を
受
け
取
っ

た
り
、
示
談
を
済
ま
せ
た
り
す
る
と

国
民
健
康
保
険
証
を
使
っ
て
治
療
を

受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
示
談
の
前
に
必
ず
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
国
民
健
康
保
険
料
年
間
納
付
済
額

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
、
平
成

24
年
中
に
保
険
料
の
納
付
が
あ
っ
た

全
世
帯
に
、
当
該
期
間
に
納
付
し
て

い
た
だ
い
た
国
民
健
康
保
険
料
の
総

額
を
記
載
し
た
納
付
済
額
通
知
書

を
、
１
月
末
ご
ろ
に
送
付
す
る
予
定

で
す
。

　
所
得
税
の
確
定
申
告
や
、
市
・
府

民
税
の
申
告
を
す
る
場
合
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

◎
必
ず
所
得
の
申
告
を

　
国
民
健
康
保
険
料
は
、
年
度
ご
と

に
世
帯
単
位
で
算
出
す
る
医
療
分
・

支
援
分
・
介
護
分
の
所
得
割
額
、
均

等
割
額
（
加
入
者
数
に
よ
り
計
算
）、

平
等
割
額
（
一
世
帯
あ
た
り
の
金
額
）

の
合
計
額
で
す
。

　
こ
の
所
得
割
額
は
、
前
年
中
の
総

所
得
金
額
か
ら
計
算
し
ま
す
の
で
、

必
ず
所
得
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
所
得
の
申
告
が
遅
れ
た
人
や
年
度

途
中
で
所
得
の
変
更
を
し
た
人
は
、

そ
の
所
得
の
判
明
し
た
時
点
で
再
度

保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
計
算
す
る

こ
と
に
な
り
、
年
度
途
中
で
保
険
料

が
上
が
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

◎
保
険
料
を
滞
納
す
る
と…

　
特
別
な
事
情
が
な
く
保
険
料
を
滞

納
す
る
と
次
の
よ
う
な
措
置
を
と
り

ま
す
。

①
短
期
被
保
険
者
証
（
３
か
月
更
新
）

の
交
付

②
資
格
証
明
書
の
交
付

　
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
だ
け
の
も
の
な
の
で
、
医
療
費
は

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま

す
。

③
保
険
給
付
の
差
し
止
め

　
保
険
給
付
の
全
額
ま
た
は
一
部
が

差
し
止
め
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
納
め

な
い
で
い
る
と
、
差
し
止
め
ら
れ
た

保
険
給
付
額
か
ら
滞
納
分
が
差
し
引

か
れ
ま
す
。

◎
滞
納
処
分

　
滞
納
状
況
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合

は
、
財
産
調
査
の
う
え
差
し
押
さ
え

な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
失
業
や
災
害
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
は
、
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
　
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階

５
番
窓
口
）

国
民
健
康
保
険

か
ら
の
お
知
ら
せ
で
す
。
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□
生
命
保
険
料
控
除
の
見
直
し

　
平
成
22
年
度
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
平
成
25
年
度
の
市
・
府
民
税
に

お
け
る
生
命
保
険
料
控
除
が
左
表
の

と
お
り
見
直
し
さ
れ
ま
し
た
。

□
退
職
所
得
に
係
る
税
制
改
正

退
職
所
得
に
係
る
10
％
税
額
控
除
が

廃
止
さ
れ
ま
す

　
退
職
所
得
に
係
る
市
・
府
民
税
に

つ
い
て
は
、
本
来
退
職
所
得
に
係
る

市
・
府
民
税
の
所
得
割
か
ら
税
額
の

10
％
を
控
除
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
10
％
税
額
控
除

が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

勤
続
年
数
５
年
以
下
の
法
人
役
員
な

ど
の
退
職
所
得
に
つ
い
て
２
分
の
１

課
税
が
廃
止
さ
れ
ま
す

　
勤
続
年
数
が
５
年
以
下
の
法
人
役

員
な
ど
が
支
払
い
を
受
け
る
「
役
員

退
職
手
当
等
」
に
対
す
る
退
職
所
得

の
課
税
方
法
に
つ
い
て
、
退
職
所
得

控
除
額
を
控
除
し
た
金
額
に
対
し
て

２
分
の
１
課
税
と
す
る
措
置
が
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。（
平
成
25
年
１
月
１

日
以
降
に
支
払
わ
れ
る
退
職
所
得
か

ら
適
用
） 

□
上
場
株
式
な
ど
の
配
当
な
ど
に
係

る
10
％
軽
減
税
率
の
適
用
期
限
が
来

年
12
月
31
日
ま
で
に
延
長

　
上
場
株
式
な
ど
の
配
当
な
ど
に
係

る
10
％
軽
減
税
率
の
適
用
期
限
が
２

年
延
長
さ
れ
、
平
成
25
年
12
月
31
日

ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
平
成
24
年
中
に
支

払
い
を
受
け
る
上
場
株
式
な
ど
の
配

当
所
得
や
譲
渡
所
得
に
か
か
る
税
率

に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年
中
と
同
様

に
10
％
（
住
民
税
３
％
・
所
得
税

７
％
）
と
な
り
ま
す
。

問
合
　
税
務
課
（
市
役
所
１
階
７
番

窓
口
） 

市･府民税の主な改正点を
お知らせします。

平 成 ２ ５ 年 度 ？
！

生命保険料控除、退職所得などが、次のとおり変更になりました。詳しくは税
務課までお問い合わせください。

１．平成 24年１月１日以降に締結した保険契約など

（表１）

（表２）

２．平成 23年 12月 31日以前に締結した保険契約など

３．上記１と２双方の保険契約などの係る控除がある場合の
　　控除額の計算方法

①介護医療保険料控除の創設…控除額（上限）2万8,000円 
②一般生命保険料控除の縮減
　…控除額（上限）3万5,000円→2万8,000円
③個人年金保険料控除の縮減
　…控除額（上限）3万5,000円→2万8,000円
※①+②+③　の合計額の上限は7万円 

※平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約については、従前の一
般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額と変更はあり
ません。

①一般生命保険料控除…控除額（上限）3万5,000円
②個人年金保険料控除…控除額（上限）3万5,000円
※①+②の合計額の上限は7万円

　一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ
次のアおよびイの金額の合計（上限2万8,000円）になります。
ア）１．の支払保険料は、上記の表１により計算した金額
イ）２．の支払保険料は、上記の表２により計算した金額
※「介護医療保険料控除」「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の
合計額の上限は７万円

年間の支払保険料など
1万 2,000円以下

1万2,000円超～3万2,000円以下
3万2,000円超～5万6,000円以下

5万6,000円超

生命保険料控除額
支払保険料の金額

支払保険料の金額×２分の１+6,000円
支払保険料の金額×４分の１+1万4,000円

2万8,000円（上限）

年間の支払保険料など
1万 5,000円以下

1万5,000円超～4万円以下
4万円超～7万円以下

7万円超

生命保険料控除額
支払保険料の金額

支払保険料の金額×２分の１+7,500円
支払保険料の金額×４分の１+1万7,500円

3万5,000円
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